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年末の交通安全県民総ぐるみ運動
《 運動の期間 》
令和７年１２月１１日（木）から３１日（水）までの２１日間

《 運動の重点 》
１ こどもと高齢者の交通事故防止

○児童・生徒に対する交通安全指導と保護・誘導活動を行いましょう。
○子どもや高齢者を交通事故から守る意識を高め、地域や職場ぐるみで積極的に交通安全活
動を推進しましょう。

２ 飲酒運転等の根絶

〇運転手は、飲酒運転の危険性を十分認識し、飲酒したら絶対ハンドルを握
ってはいけません。
〇家庭では、飲酒運転による事故の悲惨さと責任の重さを話し合い、家族ぐ
るみで飲酒運転を根絶しましょう。
〇職場では、飲酒運転の悪質性や危険性を呼びかけ、絶対に飲酒運転を許さ
ない環境づくりを推進しましょう。

３ 自転車等利用時のヘルメット着用と交通ルール遵守の徹底

〇現在、全ての自転車利用者に対し、自転車の乗車用ヘルメット着用努力義務が課せられて
います
〇自転車乗用中の交通事故において、ヘルメットを着用していなかった方の致死率は、着用
していた方に比べて約２．６倍高くなっています
〇交通ルールの遵守について再確認し、事故の無い街づくりをしましょう。

４ ライト４（フォー）運動、原則ハイビームの推進と反射材用品等の着用促進

〇運転手は、午後４時にはライトを点灯し、夜間、先行車や対向車等が無いときは、原則ハ
イビームで走行し、歩行者等の早期発見に努めましょう。
〇歩行者は、明るい服装で反射材を着用しましょう。自転車はライトを早めに点灯し、交差
点では一時停止し、左右の安全確認を徹底しましょう。

～まちぐるみ こどもを守る 地域の目～


